
国立大学法人大阪大学総長選考・監察会議規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第６条第２項の規定に基づき、国立大

学法人大阪大学の総長選考・監察会議に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 総長選考・監察会議は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1)  国立大学法人大阪大学経営協議会規程第２条第１項第５号に掲げる者のうちから、

経営協議会において選出された者 ６名 

(2)  国立大学法人大阪大学教育研究評議会規程第２条第１項第５号から第１２号までに

掲げる者（これらの者を同項第１号から第４号までに掲げる者が兼ねる場合にあって

は、その者を除く。）のうちから、教育研究評議会において選出された者 ６名 

２ 経営協議会及び教育研究評議会が前項の規定により委員の選出を行うに当たっては、次

の各号に掲げる事項に留意するものとする。 

(1)  学内外の多様な意見を会議運営に反映する観点から、業種、専門分野その他の要素

に係るバランスに配慮して選出を行うこと 

(2)  利益相反に関わる事由の存在のため公正かつ中立的な判断を行うことが困難である

と認められる者は、選出しないこと 

３ 総長選考・監察会議は、教育研究評議会及び経営協議会に対し、第１項第１号又は第２

号の規定により行う委員の選出に関し、選出方法及び選出理由を記載した書面の提出を求

めるものとする。 

４ 前項の提出を受けた場合、総長選考・監察会議は、原則としてこれを公表するものとす

る。 

５ 第１項第１号又は第２号の委員が国立大学法人大阪大学総長選考規程（以下「総長選考

規程」という。）第４条又は第５条に定める総長候補者又は同規程第４条に定める推薦人と

なったときは、委員としての身分を失うものとする。 

６ 前項の規定により委員が欠員となった場合は、速やかに補充するものとする。 

（権限、審議事項等） 

第３条 総長選考・監察会議は、総長選考規程及び国立大学法人大阪大学総長解任規程によ

り、総長の選考及び文部科学大臣への総長の解任の申出を行うとともに、次に掲げる事項

を審議する。 

(1)  総長の選考に関する事項 

(2)  第８条に定める総長の業績評価に関する事項 

(3)  第９条に定める総長の職務の執行状況の確認に関する事項 

(4)  総長の解任に関する事項 

(5)  国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第１０条第４項に定める大学総括理

事の設置に関する事項 

(6)  法第２１条の４第４項に定める運営方針委員の任期に関する事項 

(7)  その他総長選考・監察会議の目的を達成するために必要な事項 

２ 総長選考・監察会議は、法第２１条の４第２項及び第６項に定める運営方針委員の任命



及び解任に係る総長との協議を行う。 

３ 総長選考・監察会議は、運営方針会議から法第２１条の８第２項に定める総長の選考に

関する意見があったときは、当該意見の内容を審議し、当該意見への対応についてその理

由を付した上で運営方針会議に報告する。 

（議長） 

第４条 総長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選とする。 

２ 議長は、総長選考・監察会議を主宰する。 

３ 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

（委員以外の出席） 

第５条 総長選考・監察会議は、特に必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、

その意見を聴くことができる。 

（会議の成立要件） 

第６条 総長選考・監察会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ、会議を開くことが

できない。 

（会議の議決要件） 

第７条 総長選考・監察会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（総長の業績評価） 

第８条 総長選考・監察会議は、原則として年１回、総長の業績評価を行う。 

２ 前項の業績評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

３ 第１項の業績評価を行った場合は、その結果を総長に通知するとともに、公表するもの

とする。 

（総長の職務の執行状況の確認） 

第９条 総長選考・監察会議は、監事から国立大学法人大阪大学監事及び監事監査規程第９

条第５項の規定による報告を受けたとき、運営方針会議から国立大学法人大阪大学運営方

針会議規程第６条第７項の規定による報告を受けたときその他必要と認めるときは、総長

に対し職務の執行状況について報告を求めた上で、その確認を行うものとする。 

２ 総長選考・監察会議は、前項の確認を行った結果総長の業務執行に関し不当な事実、職

務上の義務違反、不正行為又は法令違反の事実があると認めるときは、総長に対し、その

改善又は是正のため必要な助言又は勧告を行うものとする。 

３ 総長選考・監察会議は、前項の助言又は勧告を行った場合は、これを原則として公表す

るものとする。ただし、これを公表することにより当該事実に関わる個人又は法人（国立

大学法人大阪大学を除く。）の権利利益又は競争上の地位を害するおそれがある場合その他

正当な理由がある場合は、その全部又は一部を非公表とすることができる。 

４ 総長選考・監察会議は、第２項の助言又は勧告を行った場合は、一定期間の経過後にそ

の改善又は是正の状況について確認するものとする。 

（議事の公開） 

第１０条 総長選考・監察会議は、会議の議事録を作成し、公開するものとする。 

２ 前項に定める議事録の公開にあたっては、公開することにより、率直な意見の交換又は



意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある内容その他正当な理由があると総長選

考・監察会議が認める内容については、非公開とすることができる。 

（秘密保持義務） 

第１１条 委員及び職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

（会議の事務） 

第１２条 総長選考・監察会議に関する事務は、総務部総務課で行う。 

（雑則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、総長選考・監察会議に関し必要な事項は、総長選

考・監察会議が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成１６年４月１４日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２４年６月１２日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和元年６月１０日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和３年２月１６日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和３年１１月５日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この改正施行の際、現に改正前の国立大学法人大阪大学総長選考会議の委員である者は、

委員としての身分を失う。 

附 則 

この改正は、令和５年３月７日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和６年１０月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和８年４月１日から施行する。 

 


